
 

 

第３節 公害苦情処理担当の職員数                      
  

平成 28年度末（平成 29年３月 31 日）現在、全国の地方公共団体で公害苦情の処理を担当し

ている職員数は 10,963 人となっており、10 年連続で減少している。 

平成28年度の内訳をみると、「公害苦情相談員」は1,712人（公害苦情処理担当職員数の15.6%）、

「公害苦情相談員以外の職員」は9,251人（同84.4%）となっている（表１－４－７）。 

 

表１－４－７ 公害苦情処理担当職員数の推移 

 
 
 
 
 
 
※ 本章資料「平成 28 年度公害苦情調査」 

（単位：人）

計 専　任 兼　任 計 専　任 兼　任

平成14年度 2,522 157 2,365 10,694 473 10,221 13,216 

15 2,539 155 2,384 10,624 464 10,160 13,163 

16 2,313 107 2,206 9,923 377 9,546 12,236 

17 2,145 99 2,046 9,600 324 9,276 11,745 

18 2,114 97 2,017 9,687 303 9,384 11,801 

19 2,094 89 2,005 9,622 278 9,344 11,716 

20 1,946 74 1,872 9,593 303 9,290 11,539 

21 1,859 65 1,794 9,480 279 9,201 11,339 

22 1,812 46 1,766 9,503 200 9,303 11,315 

23 1,811 46 1,765 9,481 186 9,295 11,292 

24 1,794 43 1,751 9,413 182 9,231 11,207 

25 1,741 38 1,703 9,387 167 9,220 11,128 

26 1,738 42 1,696 9,382 165 9,217 11,120 

27 1,763 40 1,723 9,290 169 9,121 11,053 

28 1,712 35 1,677 9,251 152 9,099 10,963 

〔構成比（％）〕 〔15.6〕 〔0.3〕 〔15.3〕 〔84.4〕 〔1.4〕 〔83.0〕 〔100.0〕

合　計

公 害 苦 情 相 談 員 公害苦情相談員以外の職員

 

 

 

第５章 地方公共団体に対する指導等 

第１節 公害紛争処理に関する連絡協議                 
 

公害等調整委員会及び審査会等は、公害紛争処理法によって定められた管轄に従い、そ

れぞれ独立して紛争の処理に当たっているが、紛争の円滑な処理のためには、公害等調整

委員会及び審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めることが必要である。 

このため、公害等調整委員会は、公害問題について不断の研究を行い、多数の公害紛争

の実例を検討、分析するとともに、各種会議の開催、情報・資料の提供を行うことにより、

審査会等との連携を図っている。特に、近年、公害紛争の態様が変化・多様化しており、

これに対応して、公害紛争の適切な処理を図っていくため、公害紛争処理に関する共通の

問題について、公害等調整委員会及び審査会等が積極的に情報・意見の交換を行うなどし

て、相互の連携の一層の強化に努めている。 

 

１ 会議の開催 

(1) 公害紛争処理連絡協議会の開催 

公害等調整委員会では、審査会等の会長等及び各都道府県の公害紛争処理主管課長

等を対象に、公害紛争に関する特定の問題について情報・意見の交換等を行うことによ

り、職務の執行に関し共通の理解を持ち、公害紛争処理制度の円滑な運営を図るため、

公害紛争処理連絡協議会を開催している。平成29年度は、６月１日に第47回協議会を開

催した。第47回協議会においては、当委員会から「裁定手続・裁定事例紹介」と題する

講演、北村喜宣上智大学法学部教授による「公害紛争処理制度に期待すること」と題す

る講演、伊藤巧示福岡県公害審査会委員による「福岡県公害審査会の現況」と題する講

演を実施したほか、公害紛争処理制度の活性化をテーマとしたパネルディスカッション

を実施し、情報・意見の交換等を行った。 

 (2) 公害紛争処理関係ブロック会議の開催 

公害等調整委員会では、各都道府県の公害紛争処理担当職員を対象に、各都道府県

における公害紛争の動向等についての情報・意見の交換等を行うことにより、公害紛争

処理事務の円滑な実施に資するため、全国を６ブロック（北海道・東北、関東・甲信

越・静岡、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄）に分け、ブロックごとに公害

紛争処理関係ブロック会議を開催している。 

同会議は、昭和45年９月の第１回会議以来、毎年度開催しており、平成29年度は、

10月下旬から11月中旬にかけて第48回会議を、岩手県、栃木県、福井県、奈良県、鳥取

県及び沖縄県で開催した。 

 

２ 情報・資料の提供 

公害等調整委員会及び審査会等における個々の事件の具体的な処理経過、問題となった

点等について整理及び分析することは、類似の事件を処理する上で参考となり、また、公

害紛争の動向を知る上でも不可欠である。 

このため、公害等調整委員会では、審査会等から公害紛争事件について、受付及び終結
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の段階で報告を聴取し、公害等調整委員会の事件と併せて整理及び分析し、審査会等に情

報を提供している。 

 

第２節 公害苦情処理に関する指導等                  

 

公害紛争処理法では、公害苦情の処理は地方公共団体の責務とされ、また、公害等調整

委員会は、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととされ

ている。このため、公害等調整委員会では、苦情の件数、処理の実態等を把握するために

必要な調査を行うとともに、公害苦情相談員等ブロック会議の開催、地方公共団体に対す

る情報・資料の提供等を行っている。 

 

１ 公害苦情相談員等ブロック会議の開催  

公害等調整委員会では、原則として人口10万人以上の市及び特別区の公害苦情相談

員等を対象に、公害苦情相談の動向等についての情報交換を行うことにより、公害苦情

相談の適切な処理の促進に資するため、全国を６ブロック（ブロックの区分は前節１

（2）と同じ。）に分け、ブロックごとに公害苦情相談員等ブロック会議を開催してい

る。 

同会議は、昭和51年10月の第１回会議以来、毎年度開催しており、平成29年度は、

10月下旬から11月中旬にかけて第42回会議を、盛岡市、宇都宮市、福井市、奈良市、鳥

取市及び那覇市で開催した。 

 

２ 情報・資料の提供等 

(1) 情報・資料の提供 

公害苦情の相談を担当する職員が苦情を迅速かつ適切に処理する上で、既に解決さ

れた具体的事例を参考とすることは極めて有用である。このため、公害等調整委員会で

は、都道府県の協力を得て、既に解決した公害苦情相談事例の処理経過、問題となった

点等についての情報を収集、整理及び分析し、都道府県及び市区町村の担当者に対し、

情報・資料を提供している。 

(2) 公害苦情調査の実施 

公害苦情処理事務を円滑に運営する上で、全国の公害苦情の実態を明らかにするこ

とは極めて重要である。 

このため、公害等調整委員会では、全国の地方公共団体の「公害苦情相談窓口」へ

寄せられた苦情について、その受付状況及び処理状況を統計的に把握し、「公害苦情調

査」の結果として公表している。 

平成28年11月に、27年度の結果を公表し、その後、報告書を作成して公害等調整委

員会ホームページに掲載した（調査結果の概要については第１編第４章参照）。 
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